
保
険
会
社
の
国
際
資
本
基
準
に
係
る

要
点
解
説

国
際
的
に
比
較
可
能
な
健
全
性
基
準
の
創
設
へ

課
長
補
佐
　
坪
井 

克
樹

課
長
補
佐
　
大
森 

友
貴

金
融
庁
　
総
合
政
策
局
　
総
務
課
　
国
際
室

国
際
保
険
規
制
調
整
官
　
青
崎 

　
稔

各
国
当
局
が
議
論
す
る
際
の

共
通
基
準

現
在
、
各
国
の
保
険
当
局
は
独
自

の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
規
制
を
構
築
し
て

お
り
、
銀
行
の
バ
ー
ゼ
ル
規
制
の
よ

う
に
保
険
会
社
の
財
務
健
全
性
を
評

価
す
る
「
国
際
統
一
基
準
」
は
存
在

し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
、

米
国
の
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
規
制
と
類
似

し
た
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
・
マ
ー
ジ
ン
規

制
が
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
欧
州
で

は
、
２
０
１
６
年
に
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー

Ⅱ
と
呼
ば
れ
る
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の

資
本
基
準
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
日
本
を
含
め
、
多
く
の
大
手

保
険
グ
ル
ー
プ
は
国
境
を
越
え
て
活

動
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
各
保
険
グ
ル
ー
プ
を
監
督
す
る

各
国
・
地
域
の
当
局
が
共
通
の
基
準

に
基
づ
き
議
論
を
行
う
こ
と
が
よ
り

重
要
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
な
か
、
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
は
13

年
10
月
よ
り
、
国
際
的
に
比
較
可
能

な
グ
ル
ー
プ
ベ
ー
ス
の
資
本
基
準
の

開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ
ま

で
に
２
回
の
市
中
協
議
（
14
年
12
月
、

16
年
７
月
）
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
基

づ
く
影
響
度
調
査
（
フ
ィ
ー
ル
ド
テ

ス
ト
）
が
実
施
さ
れ
た
。
17
年
７
月

に
は
、「
拡
大
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ス
ト

の
た
め
の
国
際
資
本
基
準
（IC

S 
Version 1.0

）」が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

現
在
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
踏

ま
え
、
監
督
上
利
用
す
る
た
め
の
基

準
で
あ
る
「IC

S Version 2.0

」
の

開
発
を
行
っ
て
お
り
、
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
は

今
回
の
市
中
協
議
を
通
じ
て
寄
せ
ら

れ
た
意
見
を
検
討
し
た
う
え
で
、
19

年
11
月
に
開
催
さ
れ
る
年
次
総
会
で

同
基
準
を
採
択
す
る
こ
と
を
予
定
し

て
い
る
。
そ
の
後
、
20
年
か
ら
５
年

間
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
期
間
と
位
置
付

け
、
毎
年
、
国
際
的
に
活
動
す
る
保

保
険
監
督
者
国
際
機
構
（
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
）
は
２
０
１
８
年
７
月
₃₁
日
、
国
際
的
に
活
動
す
る
保
険
グ
ル
ー
プ
を
対
象
と
し
た
国
際
資

本
基
準
（IC

S
 V

ersion ₂.₀

）
に
係
る
市
中
協
議
文
書
を
公
表
し
た
（
コ
メ
ン
ト
提
出
期
限
は
₁₀
月
₃₀
日
）。
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
は
、
本

基
準
を
₁₉
年
₁₁
月
に
最
終
化
し
、
₂₀
年
１
月
か
ら
５
年
間
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
期
間
と
位
置
付
け
た
う
え
で
、
監
督
カ
レ
ッ
ジ
な
ど

の
場
で
議
論
・
評
価
し
て
い
く
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
同
文
書
に
示
さ
れ
た
提
案
の
背
景
と
要
点
を
解
説
し
た
い
。
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険
グ
ル
ー
プ
（
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｇ
）
か
ら
機

密
扱
い
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｓ
報
告
を
受
け
、

Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
や
監
督
カ
レ
ッ
ジ
（
各
保

険
グ
ル
ー
プ
を
監
督
す
る
各
国
・
地

域
の
当
局
に
よ
る
監
督
上
の
協
力
の

た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
に
お
い
て
、

現
行
の
各
国
規
制
と
の
差
異
や
算
出

の
適
切
性
、
実
施
上
の
問
題
な
ど
に

つ
い
て
議
論
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
検

討
を
踏
ま
え
て
、
将
来
、
各
国
に
お

い
て
規
制
資
本
（
監
督
措
置
の
ト
リ

ガ
ー
と
な
る
基
準
）
と
し
て
導
入
す

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
図
表

１
）。金融

庁
は
、
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
に
お
け
る

一
連
の
検
討
に
積
極
的
に
関
与
し
て

お
り
、
国
際
的
に
比
較
可
能
な
基
準

の
開
発
を
支
持
し
つ
つ
、
規
制
が
意

図
せ
ざ
る
影
響
を
与
え
る
可
能
性
に

も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し

て
き
た
。
こ
う
し
た
主
張
が
Ｉ
Ｃ
Ｓ

の
影
響
を
評
価
・
検
討
す
る
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
期
間
の
設
置
に
反
映
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
技
術
的
論
点
を
検
討

す
る
作
業
部
会
に
お
い
て
は
、
職
員

が
主
要
ワ
ー
ク
ス
ト
リ
ー
ム
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
議
論
に
貢
献
し
て
き
て

い
る
。

な
お
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
、
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｇ
を

対
象
に
し
た
基
準
で
あ
る
。
Ｉ
Ａ
Ｉ

Ｇ
は
、
保
険
グ
ル
ー
プ
の
国
際
的
活

動
（
３
カ
国
以
上
で
の
活
動
の
有
無

や
海
外
保
険
料
収
入
の
割
合
）
お
よ

び
規
模
（
総
資
産
ま
た
は
保
険
料
収

入
の
大
き
さ
）
と
い
っ
た
要
素
を
踏

ま
え
、
具
体
的
に
は
グ
ル
ー
プ
監
督

当
局
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
は
、
Ｉ
Ａ

Ｉ
Ｇ
の
リ
ス
ト
を
公
表
す
る
こ
と
は

し
な
い
と
し
つ
つ
、
世
界
で
50
社
程

度
が
該
当
す
る
見
込
み
と
説
明
し
て

い
る
。

「IC
S
 V
ersion

 2
.0

」
の

デ
ザ
イ
ン

健
全
性
の
指
標
と
な
る
Ｉ
Ｃ
Ｓ
比

率
は
、「
適
格
資
本

÷

所
要
資
本（
リ

ス
ク
量
）×
１
０
０
」
に
よ
っ
て
算

出
さ
れ
る
（
図
表
２
）。IC

S Ver-
sion 2.0

で
は
、
資
産
・
負
債
を
経

済
価
値
ベ
ー
ス
に
調
整
し
た
手
法
で

評
価
し
、
所
要
資
本
（
リ
ス
ク
量
）

を
標
準
的
手
法
で
計
測
し
た
ア
プ
ロ

ー
チ
に
基
づ
く
デ
ー
タ
報
告
（ref-

erence IC
S

）
を
義
務
的
な
も
の
と

す
る
。
加
え
て
、
グ
ル
ー
プ
監
督
当

局
の
判
断
に
よ
り
、
資
産
・
負
債
を

各
国
の
会
計
基
準
を
ベ
ー
ス
に
調
整

し
た
手
法
で
評
価
し
た
と
き
の
デ
ー

タ
や
、
所
要
資
本
を
内
部
モ
デ
ル
な

ど
の
標
準
的
手
法
以
外
の
手
法
で
計

測
し
た
と
き
の
デ
ー
タ
も
追
加
的
に

提
出
で
き
る
と
し
て
お
り
、
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
期
間
を
通
じ
てreference 

IC
S

と
の
比
較
可
能
性
を
評
価
し
て

い
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
主

にreference IC
S

の
主
要
な
コ
ン

ポ
ー
ネ
ン
ト
に
つ
い
て
解
説
し
た
い
。

⑴
資
産
・
負
債
の
評
価

Ｉ
Ｃ
Ｓ
は
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
資

本
基
準
で
あ
り
、
ま
ず
資
産
・
負
債

を
市
場
価
値
と
整
合
的
な
手
法
で
評

価
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
こ
の

と
き
、
資
産
に
つ
い
て
は
、
株
式
や

債
券
な
ど
の
市
場
価
格
を
利
用
し
て

評
価
で
き
る
こ
と
が
多
い
が
、
一
般

に
保
険
債
務
は
市
場
で
取
引
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
市
場
整
合
的
な
手
法

・
前
提
条
件
を
用
い
て
保
険
債
務
か

ら
生
じ
る
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー

を
生
成
し
、
現
在
価
値
に
割
り
引
く

こ
と
に
よ
り
評
価
す
る
。
具
体
的
に

は
、
日
本
の
現
行
会
計
基
準
で
は
、

保
険
契
約
時
に
お
け
る
一
定
の
保
守

性
を
加
え
た
計
算
前
提
（
死
亡
率
、

解
約
率
、
事
故
率
、
金
利
な
ど
）
を

も
と
に
保
険
契
約
準
備
金
を
計
測
し

て
い
る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
で
は
、
基
準
日

（
直
近
の
決
算
日
な
ど
）
の
情
報
に

〔図表１〕 ICSの開発スケジュール

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ICS Ver. 1.0の開発 モニタリング期間ICS Ver. 2.0
の開発

当局は、IAIGから機密扱いで報告を
受け、IAISや監督カレッジで議論

規制資本
として実施

▼ 現在

第１次市中協議
（2014.12）

第２次市中協議
（2016.7）

市中協議
（2018.7）

Version 1.0公表
（2017.7）

Version 2.0策定（予定）
（2019.11）
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基
づ
き
平
均
的
な
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
推
計
し
、
保
険
負
債
（
現

在
推
計
）
を
計
測
す
る
。
こ
の
際
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
見
積
も
り
に

伴
う
不
確
実
性
は
別
途
リ
ス
ク
マ
ー

ジ
ン
と
し
て
計
測
す
る
こ
と
に
な
る
。

保
険
負
債
の
現
在
推
計
に
お
い
て

主
に
論
点
と
な
る
の
は
、
現
在
価
値

の
算
出
に
必
要
な
「
割
引
率
」
の
設

定
手
法
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
市
場

金
利
を
利
用
す
る
が
、
特
に
超
長
期

の
保
険
契
約
（
終
身
保
険
な
ど
）
に

見
合
う
年
限
の
市
場
デ
ー
タ
が
十
分

で
は
な
い
と
い
っ
た
問
題
や
、
リ
ス

ク
フ
リ
ー
レ
ー
ト
を
用
い
る
と
市
場

の
ス
プ
レ
ッ
ド
が
急
拡
大
し
た
際
に

資
産
の
み
が
変
動
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
比
率

が
ボ
ラ
タ
イ
ル
な
も
の
に
な
る
と
い

っ
た
問
題
が
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
、
リ
ス
ク
フ
リ
ー
レ
ー

ト
に
関
し
て
は
、
国
債
の
流
動
性
な

ど
が
十
分
と
考
え
ら
れ
る
最
長
の
年

限
（
補
外
開
始
点
）
ま
で
は
市
場
デ

ー
タ
を
使
用
す
る
が
、
そ
れ
以
降
の

年
限
は
、
長
期
的
に
フ
ォ
ワ
ー
ド
レ

ー
ト
が
「
終
局
金
利
（L

T
F

R

＝

L
ong Term

 F
orw

ard R
ate

）」
に

収
束
す
る
と
仮
定
し
て
描
か
れ
る
イ

ー
ル
ド
カ
ー
ブ
（
ベ
ー
ス
イ
ー
ル
ド

カ
ー
ブ
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
っ

〔図表２〕 ICS比率算出のイメージ

〔図表３〕 割引率の形状イメージ

原則として、計算前
提は契約時で固定

計算前提（死亡率、解
約率、事故率、金利な
ど）は基準日で評価

一定の要件（永続
性、償還可能性な
ど）を満たすもの。
損失吸収力の弱い
資本には算入制限
あり

「ICSバランスシー
ト」を利用して、保
険リスク、信用リス
ク、市場リスク、オ
ペリスクを計測（相
関を考慮して合算）

有価証券
（責任準備
対応債券
などは簿価）

固定資産など
貸付金

保険契約
準備金

（安全割増
や危険準備
金を含む）

社債など
資本金（基金）、
剰余金など

資産
（時価評価）

保険負債
（現在推計）

社債など
リスクマージン

残額 適格資本

ICS比率を算出
本邦の会計上のバランスシート ICSバランスシート

資産・負債を経済価値ベースで評価

所要資本

市場データを使用 終局金利を用いた補外

Segment 1 Segment 2

（最低30年間）
終局金利

Segment 3

ベースイールド
（スポットレート）

上乗せスプレッド

補外開始点 収束点（フォワードレートを終局金利に
収束させる年限：最低60年）

割引率
（ベースイールド＋スプレッド）

利
率

年限
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て
い
る
。
ま
た
、
資
産
と
負
債
の
変

動
を
バ
ラ
ン
ス
さ
せ
る
観
点
か
ら
、

リ
ス
ク
フ
リ
ー
レ
ー
ト
に
ス
プ
レ
ッ

ド
を
上
乗
せ
し
た
レ
ー
ト
を
「
割
引

率
」
と
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
き

た
（
図
表
３
）。

今
回
の
市
中
協
議
で
は
、
①
補
外

開
始
点
に
つ
い
て
は
、
通
貨
ご
と
に

国
債
の
取
引
量
な
ど
が
十
分
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
最
長
の
年
限
と
す
る

こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

先
進
国
の
通
貨
で
あ
る
円
や
米
ド
ル

は
30
年
が
補
外
開
始
点
と
な
り
、
新

興
国
の
通
貨
で
あ
る
中
国
元
は
10
年

と
な
る
。
ま
た
、
②
終
局
金
利
は
、

実
質
金
利
の
過
去
平
均
（
先
進
国
通

貨
は
１
・
８
％
、
新
興
国
通
貨
は
３

・
０
％
）
と
各
国
中
央
銀
行
の
イ
ン

フ
レ
目
標
に
基
づ
く
値
の
合
計
値
と

す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
円
の
終
局
金
利
は
３
・
８
％

（
先
進
国
の
実
質
金
利
１
・
８
％
と

日
本
銀
行
の
イ
ン
フ
レ
目
標
２
％
の

合
計
）
と
な
る
。
な
お
、
終
局
金
利

を
安
定
的
な
も
の
に
す
る
観
点
か
ら
、

年
間
最
大
変
動
幅
は
０
・
15
％
に
制

限
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ベ
ー
ス
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ

に
上
乗
せ
す
る
ス
プ
レ
ッ
ド
の
大
き

さ
に
関
し
て
は
、
通
貨
ご
と
に
業
界

全
体
（
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
の
影
響
度
調
査
に

参
加
し
て
い
る
会
社
）
の
平
均
資
産

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
（
参
照
ポ
ー
ト
フ

ォ
リ
オ
）
に
基
づ
い
て
計
算
す
る
べ

き
と
い
う
考
え
方
と
、
各
社
の
資
産

運
用
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
基
づ
き
計

算
す
べ
き
と
す
る
考
え
方
が
検
討
さ

れ
て
き
た
。

今
回
の
市
中
協
議
で
は
、
市
場
整

合
的
な
保
険
負
債
を
算
出
す
る
趣
旨

に
即
し
て
、
参
照
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ

に
基
づ
い
て
ベ
ー
ス
イ
ー
ル
ド
カ
ー

ブ
に
上
乗
せ
す
る
ス
プ
レ
ッ
ド
を
計

算
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
保

険
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
資
産
と
負
債

の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
マ
ッ
チ
ン

グ
度
合
い
に
応
じ
て
各
社
の
資
産
運

用
の
実
態
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
許

容
す
る
３
バ
ケ
ッ
ト
・
ア
プ
ロ
ー
チ

が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
図
表
４
）。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
資
産
と
負

債
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
・
マ
ッ
チ

ン
グ
の
度
合
い
が
強
い
ほ
ど
、
各
社

固
有
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
基
づ
く

よ
り
掛
け
目
の
高
い
ス
プ
レ
ッ
ド
が

ベ
ー
ス
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ
に
上
乗
せ

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
ベ
ー
ス
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ

に
上
乗
せ
す
る
ス
プ
レ
ッ
ド
は
、
市

場
の
ス
プ
レ
ッ
ド
が
急
拡
大
し
た
際

に
資
産
と
負
債
の
変
動
を
バ
ラ
ン
ス

さ
せ
る
観
点
か
ら
求
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
株
式
や
不
動
産

は
ス
プ
レ
ッ
ド
計
算
の
対
象
と
す
る

資
産
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
か
ら
除
外
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

⑵
リ
ス
ク
マ
ー
ジ
ン
の
位
置
付
け

保
険
負
債
の
現
在
推
計
を
超
え
る

リ
ス
ク
マ
ー
ジ
ン
（
Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ｅ
＝

M
arg

in
 O

ver C
u

rren
t E

sti-
m

ate

）
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
に

お
い
て
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付

け
る
か
に
つ
い
て
、
概
念
的
な
議
論

が
あ
る
。

ま
ず
、
リ
ス
ク
マ
ー
ジ
ン
の
性
質

を
、
保
守
性
の
観
点
か
ら
保
険
負
債

の
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
見
積

り
に
伴
う
不
確
実
性
を
反
映
し
た
も

の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
（
プ
ル
ー

デ
ン
ス
Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ｅ
）
に
基
づ
け
ば
、

将
来
の
不
確
実
性
は
所
要
資
本
の
算

出
に
お
い
て
す
で
に
織
り
込
ま
れ
て

い
る
た
め
、
所
要
資
本
と
リ
ス
ク
マ

ー
ジ
ン
は
概
念
的
に
重
複
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
た
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
比
率

の
算
定
に
お
い
て
、
重
複
部
分
を
調

整
す
る
観
点
か
ら
、
リ
ス
ク
マ
ー
ジ

ン
を
所
要
資
本
か
ら
控
除
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
に
な
る
。

一
方
、
リ
ス
ク
マ
ー
ジ
ン
は
、
経

営
危
機
に
陥
っ
た
保
険
会
社
が
保
険

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
移
転
さ
せ
る
際
、

引
受
手
か
ら
要
求
さ
れ
る
資
本
コ
ス

ト
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
（
資
本
コ

ス
ト
Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ｅ
）
に
基
づ
け
ば
、
リ

ス
ク
マ
ー
ジ
ン
は
所
要
資
本
と
は
別

に
要
求
す
べ
き
も
の
に
な
る
。
こ
の

場
合
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
比
率
の
算
定
に
お
い

て
、
リ
ス
ク
マ
ー
ジ
ン
を
所
要
資
本

〔図表４〕 ３バケット・アプローチの概要

バケット 適用要件 資産構成
割合

格付ごとの
スプレッド

トップ
資産と負債のキャッシ
ュフローが毎年マッチ
しているなど

保険会社の実
際の資産ポー
トフォリオ

保険会社の実際の
資産のスプレッド
×100％

ミドル
資産と負債のキャッシ
ュフローが３年単位で
マッチしているなど

保険会社の実
際の資産ポー
トフォリオ

全社共通の参照資
産のスプレッド
（通貨別）×90％

ジェネラル
なし（トップやミドル
に該当しない負債ポー
トフォリオ）

全社共通の参
照資産のポー
トフォリオ

全社共通の参照資
産のスプレッド
（通貨別）×80％
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か
ら
控
除
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

考
え
方
に
な
る
。

今
回
の
市
中
協
議
で
は
、
プ
ル
ー

デ
ン
ス
Ｍ
Ｏ
Ｃ
Ｅ
と
資
本
コ
ス
ト
Ｍ

Ｏ
Ｃ
Ｅ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
を
示

し
た
う
え
で
、
リ
ス
ク
マ
ー
ジ
ン
の

性
質
な
ど
に
関
す
る
市
中
か
ら
の
意

見
を
求
め
て
い
る
。

⑶
適
格
資
本
の
算
出

適
格
資
本
は
、
経
済
価
値
ベ
ー
ス

で
算
出
さ
れ
た
資
産
と
負
債
の
差
額

で
あ
る
が
（
具
体
的
に
は
、
剰
余
金

な
ど
の
資
本
性
の
項
目
お
よ
び
金
融

商
品
に
よ
り
構
成
）、
損
失
吸
収
力

（
払
込
済
み
、
劣
後
性
、
永
続
性
、

償
還
可
能
性
、
利
払
い
の
非
累
積
性

な
ど
）
の
程
度
に
応
じ
てT

ier１

と

T
ier２

に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
図
表

５
）。
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

T
ier

ご
と
に
最
低
水
準
を
定
め
る
こ

と
は
想
定
し
て
い
な
い
が
、
資
本
性

の
弱
いT

ier

に
は
算
入
上
限
を
設
定

す
る
予
定
で
あ
り
、
今
回
の
市
中
協

議
で
は
、T

ier１
 L

im
ited

は
所
要

資
本
の
10
％
ま
で
（
超
過
分
は

T
ier２

に
算
入
）、T

ier２

は
所
要

資
本
の
50
％
ま
で
算
入
可
能
と
す
る

こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
保
険
会
社
に
は
、
株
式
会

社
と
相
互
会
社
の
形
態
が
あ
る
と
こ

ろ
、
相
互
会
社
の
発
行
す
る
資
本
性

商
品
（
日
本
の
基
金
や
米
国
の
サ
ー

プ
ラ
ス
ノ
ー
ト
）
の
取
扱
い
が
議
論

と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
基
金
に
は
通

例
償
還
期
限
が
あ
る
た
め
、T

ier１

資
本
の
要
件
で
あ
る
「
永
続
性
」
を

満
た
さ
な
い
が
、
基
金
が
い
っ
さ
い

T
ier１

資
本
に
な
ら
な
い
と
す
る
と
、

（
ス
ト
レ
ス
時
に
お
け
る
）
相
互
会

社
のT

ier１

調
達
手
段
が
限
定
的
な

も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
一
方
で
、

日
本
で
は
、
保
険
業
法
55
条
２
項
に

よ
り
基
金
の
償
還
に
一
定
の
制
限
を

設
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た

制
度
が
考
慮
さ
れ
、
市
中
協
議
で
は
、

「
相
互
会
社
が
発
行
す
る
資
本
調
達

手
段
に
関
し
て
、
10
年
超
の
償
還
期

限
が
あ
り
、
か
つ
、
各
国
の
法
制
度

に
お
い
て
償
還
を
制
限
で
き
る
場
合

は
、T

ier１
 L

im
ited

に
該
当
す
る
」

こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

⑷
所
要
資
本
の
算
出（
標
準
的
手
法
）

保
険
会
社
の
抱
え
る
リ
ス
ク
は
、

保
険
リ
ス
ク
、
信
用
リ
ス
ク
、
市
場

リ
ス
ク
、
オ
ペ
リ
ス
ク
の
四
つ
に
大

別
で
き
る
が
、
標
準
的
手
法
で
は
、

リ
ス
ク
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
細
分
化
し
た

う
え
で
適
用
す
る
計
測
手
法
を
特
定

し
て
い
る
（
図
表
６
）。
そ
れ
ぞ
れ

の
リ
ス
ク
量
は
、
保
有
期
間
１
年
、

信
頼
水
準
99
・
５
％
の
Ｖ
ａ
Ｒ
（
２

０
０
年
に
一
度
の
事
象
に
対
応
す
る

水
準
）
に
調
整
さ
れ
て
お
り
、
分
散

効
果
を
加
味
し
た
う
え
で
カ
テ
ゴ
リ

ー
ご
と
に
計
測
さ
れ
た
リ
ス
ク
量
を

統
合
し
、
最
終
的
な
所
要
資
本
が
算

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
計
測
手
法
を

概
説
す
る
と
、
ま
ず
ス
ト
レ
ス
方
式

は
、
死
亡
率
の
上
昇
や
金
利
の
下
落

と
い
っ
た
ス
ト
レ
ス
下
で
の
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
を
計
算
し
、
ス
ト
レ
ス
前

と
ス
ト
レ
ス
後
の
資
産
負
債
差
額

（

≒

自
己
資
本
）
の
変
動
を
リ
ス
ク

〔図表５〕 適格資本の区分

〔図表６〕 カテゴリーごとのリスク計測手法

分　類 具体例

Tier 1 Unlimited 普通株式、剰余金、利用目的制限のない準備金（危険
準備金など）、基金償却積立金、その他包括利益

Tier 1 Limited 諸要件を満たす永久劣後債や基金

Tier 2 払込済み資本（劣後債、利用目的制限のある準備金な
ど）、相互会社における払込未済資本（信用状、保証など）

カテゴリー 計測手法

生保リスク 死亡、長寿、罹患・障害、
解約、費用 ストレス方式

保険リスク
損保リスク 保険料、支払備金 ファクター方式

巨大災害
リスク

自然災害 その他（モデル方式）
人的災害（テロ攻撃、パン
デミック、信用保証）

その他
（シナリオ方式）

信用リスク ― ファクター方式

市場リスク
金利、スプレッド、株式、
不動産、為替 ストレス方式

資産集中 ファクター方式
オペリスク ― ファクター方式
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量
と
す
る
手
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、

生
保
リ
ス
ク
に
お
け
る
死
亡
リ
ス
ク

の
計
測
に
お
い
て
は
、
現
在
推
計
の

算
出
に
使
用
し
た
死
亡
率
が
12
・
５

％
上
昇
す
る
と
い
う
ス
ト
レ
ス
を
設

定
し
て
い
る
。

ま
た
、
フ
ァ
ク
タ
ー
方
式
は
、
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
リ
ス
ク
係
数
を

乗
じ
る
こ
と
で
リ
ス
ク
量
を
計
測
す

る
簡
素
な
手
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、

損
保
リ
ス
ク
に
お
け
る
保
険
料
リ
ス

ク
は
、
正
味
既
経
過
保
険
料
に
定
め

ら
れ
た
リ
ス
ク
係
数
（
例
え
ば
、
日

本
の
自
動
車
保
険
は
10
％
）
を
乗
じ

る
こ
と
に
よ
り
計
測
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
巨
大
災
害
リ
ス
ク
の
う

ち
、
テ
ロ
攻
撃
な
ど
の
人
的
災
害
リ

ス
ク
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
が
定

め
た
シ
ナ
リ
オ
下
で
の
損
失
額
の
合

計
を
リ
ス
ク
量
と
す
る
シ
ナ
リ
オ
方

式
が
採
用
さ
れ
、
地
震
・
風
災
な
ど

の
自
然
災
害
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、

各
社
が
保
有
す
る
リ
ス
ク
計
測
モ
デ

ル
に
基
づ
き
リ
ス
ク
量
を
計
測
す
る

モ
デ
ル
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

今
回
の
市
中
協
議
で
は
、
こ
の
自
然

災
害
モ
デ
ル
の
使
用
に
係
る
要
件
に

関
す
る
意
見
も
募
集
さ
れ
て
い
る
。

Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
で
は
、
毎
年
実
施
さ
れ

て
い
る
影
響
度
調
査
の
結
果
に
基
づ

き
、
リ
ス
ク
係
数
な
ど
の
水
準
調
整

や
計
測
手
法
の
精
緻
化
の
た
め
の
作

業
を
行
っ
て
い
る
。
今
回
の
市
中
協

議
で
は
、
金
利
リ
ス
ク
や
株
式
リ
ス

ク
内
の
リ
ス
ク
統
合
に
新
た
に
相
関

（
分
散
効
果
）
が
追
加
さ
れ
た
り
、

ヘ
ッ
ジ
契
約
に
つ
い
て
、
よ
り
短
期

の
契
約
も
更
改
の
効
果
が
認
め
ら
れ

た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

⑸
所
要
資
本
の
算
出
（
内
部
モ
デ
ル

手
法
）

IC
S Version 2.0

で
は
、
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
期
間
に
お
い
て
、
グ
ル
ー
プ

監
督
当
局
の
判
断
に
よ
り
、
前
述
の

標
準
的
手
法
に
加
え
、
各
保
険
会
社

の
内
部
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ

た
デ
ー
タ
も
追
加
的
に
提
出
す
る
こ

と
が
許
容
さ
れ
る
。
今
回
の
市
中
協

議
で
は
、
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
が
資
本
十
分
性

に
関
す
る
保
険
基
本
原
則
（
Ｉ
Ｃ
Ｐ 

17
）
に
基
づ
い
て
デ
ー
タ
提
出
を
認

め
る
た
め
の
条
件
（
検
証
状
況
、
モ

デ
ル
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ど
）
を
定
め
、

保
険
会
社
が
同
条
件
に
基
づ
き
自
己

評
価
し
た
う
え
で
、
グ
ル
ー
プ
監
督

当
局
に
報
告
す
る
と
い
う
枠
組
み
が

提
案
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
内
部
モ

デ
ル
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
期
間
を
通
じ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の

枠
組
み
に
含
め
る
か
否
か
、
含
め
る

場
合
に
は
課
せ
ら
れ
る
要
件
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

経
済
価
値
ベ
ー
ス
の

ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
規
制
導
入
へ
の
対
応

Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
は
、
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｇ
を
監
督

す
る
た
め
の
国
際
的
な
監
督
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
（C

om
F

ram
e

）
を
19
年

11
月
の
年
次
総
会
で
採
択
す
る
方
向

で
検
討
を
進
め
て
お
り
、
健
全
性
基

準
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｓ
も
そ
の
一
部
を
構

成
す
る
予
定
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｓ
に
つ

い
て
は
、
20
年
か
ら
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

期
間
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
Ｉ
Ａ
Ｉ

Ｇ
に
対
す
る
監
督
カ
レ
ッ
ジ
に
お
い

て
、
Ｉ
Ｃ
Ｓ
と
い
う
共
通
の
物
差
し

の
有
用
性
や
問
題
点
に
つ
い
て
実
際

に
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
期
間
に
、
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の

資
本
規
制
の
運
用
の
あ
り
方
や
意
図

せ
ざ
る
影
響
の
有
無
と
い
っ
た
こ
と

も
検
討
し
つ
つ
、
監
督
当
局
お
よ
び

業
界
の
体
制
作
り
を
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
。

金
融
庁
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ

に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｓ
の
検
討
に
合
わ
せ

る
か
た
ち
で
、
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の

ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
規
制
の
導
入
に
向
け
、

複
数
回
に
わ
た
っ
て
全
保
険
会
社
を

対
象
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ス
ト
を

実
施
し
て
き
て
い
る
。
今
後
も
、
こ

う
し
た
国
内
で
の
検
討
も
踏
ま
え
た

う
え
で
、
国
際
的
な
議
論
に
関
与
し

て
い
き
た
い
。

（
本
稿
に
お
け
る
意
見
は
す
べ
て
執
筆

者
の
個
人
的
な
見
解
で
あ
る
）

あ
お
さ
き　

み
の
る

一
橋
大
学
法
学
部
卒
、
コ
ー
ネ
ル
大

学
法
科
大
学
院
修
了
。
01
年
財
務
省

入
省
。
金
融
庁
企
業
開
示
課
、
国
際

室
（
銀
行
規
制
担
当
）
な
ど
を
経
て
、

17
年
７
月
か
ら
現
職
。

つ
ぼ
い　

か
つ
き

慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
卒
。
03
年

中
央
青
山
監
査
法
人
入
所
。
あ
ら
た

監
査
法
人
、
Ｐｗ
Ｃ
ロ
ン
ド
ン
オ
フ
ィ
ス

な
ど
を
経
て
、
17
年
8
月
か
ら
現
職
。

お
お
も
り　

と
も
た
か

早
稲
田
大
学
理
工
学
部
卒
、
同
経
営

シ
ス
テ
ム
工
学
専
攻
修
了
。
11
年
三

井
住
友
海
上
入
社
。
Ｍ
Ｓ
＆
Ａ
Ｄ
ホ

ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
、
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ

を
経
て
、
16
年
９
月
か
ら
現
職
。
日

本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
正
会
員
（
Ｃ
Ｅ

Ｒ
Ａ
資
格
保
有
）。
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